
沿道のまちづくりの方向性

01 沿道のまちづくりの目標     

 地区の現況と課題、上位関連計画での位置づけ、アンケート調査結果等を踏まえた結
果、内間木地域全体の防災・減災・緑の保全と、国道254号バイパス沿道の土地活用に
よる利便性向上・地域活性化の両立を図るには、都市計画によるルールづくりが必要と
考えられます。
 都市計画のルールを考えるにあたり、まちづくりの目標を以下のように整理しました。
  なお、目標①、②については沿道全体で実現を目指す目標、目標③、④については
拠点となる地区を設定し実現を目指す目標とします。拠点地区の設定については、今後
地域との意見交換、都市計画マスタープラン等の検討を踏まえて設定していきます。
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目標① 地域防災力の向上
バイパス沿道で浸水対策をはじめ、内間木公園の防災拠点化の検討や、広域
的な緊急輸送道路のネットワークの確保といった防災・減災対策に取り組み、
地域防災力の向上を目指します。

目標② 豊かな自然の保全と創出
現在の豊かな自然環境を保全するとともに、緑化を推進し、周辺環境や景観
に配慮した土地利用の誘導に取り組み、みどりのネットワークの形成を目指
します。

目標③ 市内外から人が訪れる地域拠点の形成

バイパス沿道に存在する公有地や市街化区域に隣接する区域を中心に、市内
外から人が訪れる、目的地となるような地域拠点の創出を目指します。

目標④ 地域活力を育む産業利用の促進

周辺環境に配慮しながら、多様な産業の受け皿となる産業用地を確保し、地
域の活力を生み出す産業利用の促進を目指します。
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目標① 地域防災力の向上

 本地域は、朝霞市水害ハザードマップにおいて、地域全域が3.0～10.0ｍの浸水想定
区域に指定されており、河川氾濫や内水被害により浸水する危険性の高い地域となっ
ています。
 アンケート結果をみても、将来なってほしいまちのイメージでは「安全・安心な防
災・減災対策がなされた地区」が最も多く、沿道の土地利用で望まれる配慮事項にお
いても「地域防災力の向上」が求められていると考えられます。   
 また、朝霞市都市計画マスタープランでは、バイパスの整備により広域的な緊急輸
送道路のネットワークを確保するとともに、沿道に位置する内間木公園の防災拠点化
を検討することとしているほか、浸水想定区域内での開発と合わせた水害対策の指導
（雨水流出抑制施設の整備や垂直避難ができるようにすること、避難行動計画を策定
し訓練を定期的に行うこと等）を行うこととしています。

 上記を踏まえ、バイパス沿道で浸水対策をはじめとした防災・減災対策に取り組み、
地域防災力の向上を目指します。
 

雨水貯留施設の設置
内間木公園拡張整備に
伴う防災機能の拡充浸水対応型の建物

 イメージ
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沿道のまちづくりの方向性

建築物の防災性能の向上

雨水の流出抑制

避難スペースの確保、延焼遮断帯の確保

避難路及び緊急車両の通行路の確保

 取組方針

沿道全体

出典：写真データ©2023Googleストリートビュー



みどり豊かな沿道 環境配慮型の建物良好な水辺空間

 イメージ

 本地域は、新河岸川沿いの水辺や良好な農地等、豊かな自然が残されていますが、
近年では農地転用等も見られ、無秩序な土地・建物利用が進行しています。
 アンケート結果をみても、将来なってほしいまちのイメージとして「緑豊かな田園
居住地・農業集落」「緑と水辺のある自然豊かな地区」が強い傾向にあり、沿道の土
地利用で望まれる配慮事項においても「既存の農地や水辺が連なる緑地環境の保全」
が求められていると考えられます。  
 また、朝霞市都市計画マスタープランでは、内間木公園の拡張整備やバイパス沿道
における緑化等を検討するとともに、景観に配慮した土地利用を誘導することとして
います。
 
 上記を踏まえ、現在の豊かな自然環境を保全するとともに、緑化を推進し、みどり
のネットワークの形成を目指します。
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沿道のまちづくりの方向性

目標② 豊かな自然の保全と創出

良好な農地、樹林地の保全

緑化の推進・ネットワーク化

 取組方針

沿道全体

出典：写真データ©2023GoogleEarth



 本地域は、市街化調整区域であることから、原則開発を抑制する区域となっており、
建築できる用途が非常に限定されている状況です。市街地から離れていることや来訪目
的となる施設が少ないことなどから、通過交通が多くなっています。
 アンケート結果をみると、バイパス沿道に求める導入機能として「地域の活性化や生
活利便性の向上につながる機能」の需要が多くなっています。   
 また、朝霞市都市計画マスタープランでは、バイパス沿道の活性化に向けた検討（商
業施設や芸術・文化、スポーツ等を主体とした観光・レクリエーション施設等の設置を
目指した地区計画の設定等）するとともに、内間木公園等を憩いと交流を生む空間とし
ての整備・利活用をはかることとしています。
 朝霞市立地適正化計画においても、地域の活性化に資する沿道土地利用として、国道
254号バイパス沿道を「都市機能補完ゾーン」として位置付け、内間木公園を拡張整備
することで、市の魅力や地域活性化、地域防災力の向上を図ることとしています。

 上記を踏まえ、バイパス沿道に存在する公有地や市街化区域に隣接する区域を中心に、
市内外から人が訪れる、目的地となるような地域拠点の創出を目指します。

生活利便施設の立地賑わい、交流の場の創出 安全な歩行空間

 取組方針
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沿道のまちづくりの方向性

目標③ 市内外から人が訪れる地域拠点の形成

にぎわい、交流、地域資源等の機能の配置

地域の生活を支える機能の導入

地域の拠点へのアクセスの向上

地域の拠点にふさわしい景観の形成

 イメージ

拠点地区

出典：写真データ©2023Googleストリートビュー



  本地域は、国道254号バイパスの整備により広域交通の利便性が向上し、開発需要も
見込まれるものの、アクセス道路がないなど、産業利用に適した用地が不足していま
す。また、市街化調整区域であることから、原則開発を抑制する区域となっており、
建築できる用途が非常に限定されている状況です。
 常住人口（夜間人口）の倍の従業者が本地域で働いていますが、近年、民営事業所
数・従業員数ともに急激に減少しています。就業を支える場の環境整備など、就業人
口を増加させることが地域の維持、活性化のためには必要と考えられます。 
 また、朝霞市都市計画マスタープランでは、バイパス整備と併せた地域の活性化に
資する産業機能を確保する等、沿道土地利用を促進するとともに、内間木公園・ク
リーンセンター周辺における、広域幹線道路の特性を生かした産業用地創出に向けた
土地利用の誘導することとしています。

 上記を踏まえ、周辺環境に配慮しながら、多様な産業の受け皿となる産業用地を確
保し、地域の活力を生み出す産業利用の促進を目指します。

産業用地の創出 緩衝緑地の設置基盤整備された産業地

イメージ
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沿道のまちづくりの方向性

目標④ 地域活力を育む産業利用の促進

沿道にふさわしい産業系土地利用の誘導

産業利用地へのアクセスの確保・改善

周辺環境（住宅、農地）への配慮

取組方針

拠点地区

出典：写真データ©2023GoogleEarth



02 沿道のまちづくりに向けた手法

 沿道のまちづくりに関する都市計画の主な制度としては、区域区分（市街化区域・市
街化調整区域）、地域地区（用途地域）、地区計画などがあります。
 全域が市街化調整区域となっているバイパス沿道においては、市街化を抑制すべき区
域という性格を変えない範囲で都市計画法34条各号（ｐ4参照）に適応した開発行為又
は市街地整備事業（土地区画整理事業など）を行うか、区域区分の変更（市街化区域編
入）を前提として、開発行為又は市街地整備事業（土地区画整理事業など）を実施する
等の手法が想定されます。
 また、その実施にあたっては、いずれの場合も「地区計画制度」を組み合わせて地区
の特性に応じた範囲で土地利用、建物利用を適正に誘導し、目標とするまちづくりを実
現することが必要と考えられます。
 そのため、本冊子では、「地区計画制度」に焦点をあてて整理します。
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沿道のまちづくりの方向性

区域区分

基盤整備の
事業手法

※面積要件等の条件あり

 市街化調整区域の「地区計画」
      （法34条10号）

土地・建物
利用のコン
トロール

市街化区域編入とあわせた
「地区計画」

市街化を抑制すべき区域という
性格を変えない範囲で土地利用、
建物利用を適正に誘導すること
を目的に定める

市街化区域編入にあわせて用途
地域が指定され、その指定内容
をもとに、地区の特性に応じた
土地利用、建物利用を定める

開発行為又は市街地整備事業開発行為又は市街地整備事業
（法34条各号適合）

区域区分の
変更 市街化区域編入

(現行市街化区域の隣接区域)変更なし

バイパス沿道は全域
市街化調整区域



01 地区計画とは

地区計画の策定について

-22-

   ある程度のまとまった地区を単位として、
道路などの施設の配置や建築物の建て方な
どについて、地区の特性に応じて細かな
ルールを定めるまちづくりの計画です。

   地区内で行われる建築・開発行為等を地
区計画の内容に沿って規制・誘導すること
で、目標とするまちづくりの実現を図るこ
とができます。

 地区計画は、地区のまちづくりの基本的
な方向を示す「地区計画の方針」と、まち
づくりの内容を具体に定める「地区整備計
画」の２つで構成されます。

緑化率の最低限度

垣又は柵の構造
の制限

建築物の用途、
高さの制限

建ぺい率、容積率
の最高限度

敷地面積の最低限度

壁面の位置の制限

雨水貯留施設の設置

立地できる建物の用途を限定して調和を図る

日影や圧迫感に考慮して建築物の高さを抑える

敷地内に植栽などを確保して緑化を推進する
壁面後退や塀の高さを制限して開放的な通りとする

敷地内にオープンスペースをつくるなどゆとりある土地利用を誘導する
地区施設（道路、公園、雨水貯留浸透施設等）の配置及び規模を定める

居室の高床化や敷地の嵩上げを行い、水害に備える

地区計画

地区計画の方針 地区整備計画

地区のまちづくりの基本的な
方向を示す方針
（法的拘束力を持たない＝努力目
標となる）

地区のまちづくりの内容を具
体的に定める計画
（開発・建築行為等にあたり法的
拘束力を持つ）

地区計画の目標
土地利用に関する方針
地区施設の整備の方針
建築物等の整備の方針
その他当該地区の整備、  
開発及び保全に関する方針

地区施設の配置及び規模
建築物等に関する事項  
（用途、高さ、意匠形態等）
土地利用に関する事項

例えば下記のようなルールを定めることができます

①緩衝緑地帯（幅員10ｍ） ②区画道路（幅員12ｍ） ④公園（約4,300㎡）

■上彦川戸地区（三郷市）　

③調整池（約7,500㎡）

■白岡西部産業団地地区（白岡市）
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国道254号バイパスに面する原則0.5ヘクタール以上の一団の土地であること
地区計画が県及び市町村の基本構想等に配慮されたものであること
市街化の拡大につながる恐れがないよう配慮された区域であること
地区計画の区域内における地区施設、その他関連公共施設等の整備について、    
その実施が確実に見込まれること
その他、関係法令に適合したものであること

 ｐ14の「沿道のまちづくりの目標」に基づき、地区計画を策定する際の留意事項を
整理しました。 
 

02 地区計画を策定する際の留意事項
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原則

留意すべきこと
 沿道のまちづくりの目標（ｐ14）を達成するため、建築・開発行為の際に、留意すべ
きことについて目標①～④にわけて整理します。この留意すべきことを、地区計画の方
針や地区整備計画に適宜定めることで目標の実現に向けて取り組んでいきます。

留意事項の地区計画への反映の例示

• ○○○

• □□□

• △△△
地区整備計画

地区施設の配置及び規模
建築物等に関する事項 
土地利用に関する事項 など

留意事項を
踏まえて

地区計画に反映

【目標①に対応する留意事項】 【地区計画】

地区整備計画で定めることができる事項

地区計画の方針
土地利用に関する方針
地区施設の整備の方針
建築物等の整備の方針 など

地区計画の策定について



〇建築物の防災性能の向上
• 建築物の浸水対応化（重要設備の浸水対策、居室の床の高さの設定等）
• 建築物の耐震化、不燃化
• 垂直避難空間の確保

〇雨水の流出抑制
• 雨水貯留施設等の設置
• 側溝の適切な維持管理
• グリーンインフラの設置推進（雨水貯留施設を兼ねた公園など）

〇避難スペースの確保、延焼遮断帯の確保
• オープンスペースの確保、防災機能の導入（かまどベンチなど）
• 緊急避難場所の指定
• 災害時の延焼抑制（緑地や道路、公園の配置を工夫など）

〇避難路及び緊急車両の通行路の確保
• 災害時の避難経路及びそれに接続する道路の確保
• 倒壊の恐れのあるブロック塀の規制
• 緊急車両の進入路の確保

  「沿道のまちづくりの目標」 のうち、目標①「地域防災力の向上」と目標②「豊か
な自然の保全と創出」は、沿道全体での実現を目指す目標としました。

-24-

地区計画の策定について

■地区計画の記載イメージ 緊急車両の進入路の確保

地区計画
の方針

震災時の安全性を確保するとともに、防犯性
の向上のため、垣又はさくの構造を制限する。

地区整備
計画

垣又はさくの構造
・生け垣又は透過性のあるフェンス       等

倒壊の恐れのあ
るブロック塀の
規制

地区計画
の方針

公共公益施設及び大規模民間施設を中心に、
雨水流出抑制機能の確保及び充実を図る。

地区整備
計画

土地の利用に関する事項
・条例等に基づいた貯留量を有する、雨水
 流出抑制施設の設置及び管理をする 等                                   

雨水貯留施設等
の設置

【目標①「地域防災力の向上」に対応する留意事項】

地区計画
の方針

災害時の緊急車両の進入や消防活動の円滑化、
歩行者の避難経路の確保を図るため、防災上
重要な道路として区画道路を位置付ける。

地区整備
計画

地区施設（道路・避難路）
・幅員○ｍ、延長○ｍ        等

地区計画
の方針

水害時の垂直避難を可能とする避難施設を地
区施設に定め、その機能の維持・保全を図る。

地区整備
計画

地区施設（避難施設）
・面積○㎡、T.P. (東京湾中等潮位）〇ｍ以上 等

緊急避難場所の指定
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地区計画の策定について

〇良好な農地、樹林地の保全
• 河川沿いの良好な環境の保全
• まとまった農地、樹林地の保全
• 周辺自然環境、農業生産環境と調和する計画的土地利用

〇緑化の推進・ネットワーク化
• みどり豊かでうるおいのある沿道の形成（植樹帯や接道部の緑化など）
• 駐車場緑化、屋上緑化、壁面緑化
• みどり豊かなオープンスペース（公園、緑地、広場）の創出
• 周辺自然景観と調和する景観の形成

■地区計画の記載イメージ
みどり豊かなオープンスペース（公園、緑地、広場）の創出

地区計画
の方針

周辺の農地・既存集落に配慮した緑豊かで良
好な環境を形成するために、緩衝緑地帯を配
置する。

地区整備
計画

地区施設（緩衝緑地帯）
・幅員〇ｍ 、面積 ○㎡         等               

地区計画
の方針

地区周辺の自然環境と調和した土地利用の誘
導や環境負荷の低減を図るため、積極的な敷
地内緑化を推進する。

地区整備
計画

緑化率の最低限度
・〇 ％                  等

周辺自然景観と調和する景観の形成

周辺自然環境、農業生産環境と
調和する計画的土地利用

【目標②「豊かな自然の保全と創出」に対応する留意事項】

地区計画
の方針

既存公園等の維持・保全を図るとともに、民
間開発における適切な公園・広場等の整備を
誘導する。

地区整備
計画

地区施設（公園・広場）
・面積○㎡                等



〇にぎわい、交流、地域資源等の機能の配置
• にぎわい、憩い、遊べる空間の形成や施設の整備
• 地域資源の発信の場となる機能・施設の整備
• 地域交流の場となる広場、オープンスペースの確保
• 安全で快適に通行できる歩行空間の確保

〇地域の生活を支える機能の導入
• 地域の生活を支える生活利便施設の立地誘導

〇地域の拠点へのアクセスの向上
• バイパスから拠点までの円滑なアクセス動線の確保

〇地域の拠点にふさわしい景観の形成
• 周辺の景観と調和した建築物の形態や色彩等の規制
• 屋外広告物の規制
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  目標③「市内外から人が訪れる地域拠点の形成」と目標④「地域活力を育む産業利
用の促進」は、土地利用の内容によって対象範囲（エリア）を限定し実現を目指す目標
としました。

地域交流の場となる広場、オープンスペースの確保
■地区計画の記載イメージ

地区計画
の方針

人々の憩いや交流の場となる空間を確保する
とともに、災害時における緊急活動等の場と
して提供できる公園・広場を整備する。

地区整備
計画

地区施設（公園・広場）
・面積○㎡                等

地区計画
の方針

地区の拠点となるエリアを中心に、地域の維
持・発展に寄与する一定程度の非住居系用途
の建築物の誘導を図る。

地区整備
計画

建築可能な用途  ※面積要件等あり
・店舗・サービス施設、公益施設    等

地域の生活を支える生活利便施設の立地誘導

地区計画
の方針

歩道有効幅員の確保や周囲への圧迫感の軽減
のため、建築物の壁面の位置を制限し、安全
で快適な歩行者空間を創出する。

地区整備
計画

壁面の位置の制限
・道路境界線及び隣地境界線からの距離
 ○ｍ以上              等       

安全で快適に通行できる
歩行空間の確保

【目標③「市内外から人が訪れる地域拠点の形成」に対応する留意事項】
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〇沿道にふさわしい産業系土地利用の誘導
• 敷地面積の最低限度の設定

〇産業利用地へのアクセスの確保・改善
• 産業利用に適したアクセス道路の確保
• 就業者のための沿道サービス施設の立地誘導

〇周辺環境（住宅、農地）への配慮
• 環境悪化の恐れが著しくある施設の規制
• 周辺への圧迫感を考慮した壁面の位置や柵の構造の制限
• 周辺への環境阻害を考慮した建築物の高さの設定や緩衝緑地帯の設置
• 環境にやさしい設備の設置（太陽光パネルなど） 

■地区計画の記載イメージ
環境悪化の恐れが著しくある施設の規制

地区計画
の方針

周辺環境の悪化をもたらす恐れのある施設の
混在を防止するため、建築できる用途を制限
する。

地区整備
計画

建築不可の用途  
・火薬類の貯蔵又は処理に供するもの  等        

地区計画
の方針

産業系土地利用を計画的に誘導するために整
備される道路等を地区施設に定め、その機能
の維持・保全を図る。

地区整備
計画

地区施設（道路）
・幅員○ｍ、延長○ｍ         等

周辺への環境阻害を考慮した建築物の高さの設定

産業利用に適した
アクセス道路の確保

地区計画
の方針

建築物の周辺環境に与える影響を軽減させる
ため、建築物等の高さの最高限度を定める。

地区整備
計画

高さの最高限度
・高さ○㎡                等

【目標④「地域活力を育む産業利用の促進」に対応する留意事項】



活用の目的
商業施設や医療・福祉施設等の生活利便施設などの立地を可能とし、 土地利
用を誘導することで、持続的に地域を維持するための拠点を形成する。
観光・レクリエーション(芸術・文化、スポーツ等）を主体とする施設の立地
を可能とすることにより、交流人口の拡大や地域振興を図る。

主な留意点

• 市街化区域との連続性や周辺の土地利用を考慮し、計画的土地利用につい
て、建築できる用途を地域にふさわしいものに限定するとともに、地域活
力の増進につながる機能の立地誘導を推進する。

• 良好な沿道環境の形成、周辺の居住環境への配慮（壁面後退、緑化率の最
低限度、建築物の高さの最高限度、意匠形態（屋外広告物、建物の色彩）、
垣または柵の制限等）を行う。

• 敷地の細分化を防ぎ、地域拠点としての機能を担保するため、敷地面積の最
低限度を設定する。

• 賑わいや交流に資する、安全で快適な歩行空間を確保するため、地区施設
道路のほか、歩道状空地の確保を検討する。

• 環境にやさしい設備（再生可能エネルギー等）への取り組みも積極的に行う
ことが望ましい。

地域拠点型

地区計画に定める事項（例）

【対応する目標：目標①、②、③】

03 地区計画の類型（パターン）

 地区計画を策定する際に考えられる、主な類型（パターン）を紹介します。

建築物用途の制限
壁面の位置の制限
緑化率の最低限度

建築物の高さの最高限度
形態意匠の制限

歩道状空地
最低敷地面積の設定

幹線道路沿いの商業エリア（岩瀬地区地区計画（羽生市））

垣または柵の構造の制限
環境にやさしい設備
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出典：写真データ©2023Googleストリートビュー



活用の目的
インターチェンジや幹線道路周辺における地域振興等に寄与すると認められ
る新規産業施設等の立地を可能とすることにより、更なる産業集積を図る。
必要な地区施設（道路、公園など）の整備を行い、産業拠点としての機能増
進を図る。

主な留意点

• 建築できる用途を地域にふさわしいもの、バイパス沿道の利便性を発揮で
きる産業系に限定する。

• 良好な沿道環境の形成、周辺の居住環境への配慮（壁面後退、緑化率の最
低限度、建築物の高さの最高限度、意匠形態（屋外広告物、建物の色彩）、
垣または柵の制限等）を行う。

• 敷地の細分化を防ぎ、産業集積地としての機能を担保するため、敷地面積の
最低限度を設定する。

• 特に、産業系の建物利用は、圧迫感（壁面後退）、景観（長大な壁面）、
緑化（緩衝緑地）の面で、周辺環境に配慮することとする。

• 環境にやさしい設備（再生可能エネルギー等）への取り組みも積極的に行う
ことが望ましい。

幹線道路沿いの工業エリア（騎西国道122号沿道地区（加須市））

地区計画に定める事項（例）

緩衝緑地帯の設置

建築物用途の制限
壁面の位置の制限
緑化率の最低限度

建築物の高さの最高限度
形態意匠の制限、垣または柵の構造の制限
環境にやさしい設備

最低敷地面積の設定雨水貯留施設の設置

産業集積型 【対応する目標：目標①、②、④】
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出典：写真データ©2023Googleストリートビュー



活用の目的
農地や工場、住宅等が混在しているエリアで、必要な地区施設（道路・公園
など）を保全・改善し、営農環境と操業環境の維持・増進と居住環境の向上
を図る。

主な留意点

• 隣接する市街化区域の用途地域等の指定状況、周辺の土地利用を考慮し、
建築物の用途や高さの制限を定める。

• 現在の居住環境や操業環境を保全、改善していくため、壁面の位置の制限、
意匠形態、緑化率の最低限度を定める。

• 幅員の狭い道路は、地区施設として位置付けて、将来的な拡幅整備を位置
付ける。

• 特に、住工混在エリアで産業系土地利用が住居系土地利用と隣接する場合
は、オープンスペースを設ける等の配慮を行う。

保全改善型

幹線道路沿いの住工混在エリア（豊富・鈴身地区地区計画（船橋市））

・周辺環境に配慮した建物・・・建物用途、高さ、意匠形態など

オープンスペース
の確保

【対応する目標：目標①、②、③、④】

建築物用途の制限
壁面の位置の制限
緑化率の最低限度

最低敷地面積の設定

地区計画の策定について

 「保全改善型」の地区計画は、「地域拠点型」、「産業集積型」とは異なり、既存
の営農環境や操業環境、居住環境等の保全及び改善を図るものです。

地区計画に定める事項（例）
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地区施設道路（避難路等）

出典：写真データ©2023GoogleEarth



  今後、国道254号バイパス沿道で地区計画を作成することになった際は、本冊子を基
に地元の皆さんと市で調整・検討していくことになります。
 地元の皆さんで地区計画策定に向けて話し合いを重ね、地区計画の案をまとめていき、
市では、地元の皆さんの話し合いをサポートするとともに、まとまった地区計画の案を
もとに、法定手続きを進めていきます。

04 地区計画策定の流れ

まちづくりのきっかけ・発意
• 一定規模以上の開発にかかる

地区計画の発意

 地元（住民・事業者） 朝霞市

沿道のまちづくりの方向性
との整合確認
• 国道254号バイパス沿道の 

土地利用について
• その他法令等の整合

地区計画の地元素案作成の
支援

まちづくり組織の活動支援

等

まちづくりの組織づくり
• 区域の決定
• 勉強会等の開催
• 組織づくり

まちづくりの方向性検討
• 現況・課題
• 目標、将来像
• ルール検討

地区計画
作成

相談

協働

協働

地区計画策定のフロー

地区計画は地元が主体となってつくります               
「環境保全」、「市街地改善」など、さまざまなまちの問題や課題を解決するため、 
住民や事業者が中心となって、話し合い、考えを出し合いながら地区の実情に応じた
計画をつくっていきます。

建物・道路・公園等に関するルールです
住民の意見を十分に反映させながら、建物や道路・公園などの施設のつくり方をあら
かじめ計画し、その実現を図ります。
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都市計画提案制度の流れ

■都市計画提案制度の紹介
 地区計画を定める際には、土地所有者やまちづくりNPO法人などが一定の条件を満た
した上で、都道府県または市町村に対し都市計画の提案ができる「都市計画提案制度」
という仕組みもあります。

① 土地の所有者又は借地権者

② まちづくりNPO法人

③ 営利を目的としない公益法人（社団又は
財団） 

④ 独立行政法人都市再生機構又は地方住宅
供給公社

⑤ まちづくりの推進に関し経験と知識を有
するものとして都市計画法施行規則で定
める団体（開発行為の実績がある団体）

① 提案する区域が0.5ヘクタール以上のまと
まった土地であること

② 土地の所有者および借地権者の総人数の
３分の２以上の同意が得られていること

③ 提案する区域の土地面積の３分の２以上
の同意が得られいること

④ 提案の内容が都市計画に関する法令の基
準等に適合していること

【お問合せ先及び相談窓口】

朝霞市役所 都市建設部 まちづくり推進課
〒351-8501 埼玉県朝霞市本町1-1-1
TEL：048-463-1629  FAX：048-463-9490
E-mail：mati_zukuri@city.asaka.lg.jp   URL：http://www.city.asaka.lg.jp

https://www.city.asaka.lg.jp/soshiki/26/tosikeikaku-teian.html
▼都市計画提案制度の詳しい内容は、こちらから確認することができます。

誰が提案できるの？

提案をするときの条件は？

事前相談(任意)
提案制度の説明にあわせて、提案内容に
ついて、ご相談をお受けします。

都市計画の提案
提案に必要な書類を朝霞市に提出してい
ただきます。
市は、提案に必要な条件を満たしている
かなどを確認いたします。

提案に対しての朝霞市の判断
市は、提案された内容に基づく都市計画
の決定または変更する必要があるかどう
か、朝霞市におけるまちづくりの方向性
などを考慮して判断いたします。

市が、提案内容
を踏まえて都市
計画の案を作成
し、朝霞市都市
計画審議会の議
を経るなどした
上で、都市計画
の決定または変
更をします。

市が、提案内容
について朝霞市
都市計画審議会
の意見を聞いた
上で、決定しな
い旨とその理由
を提案者に通知
します。

決定(又は変更)が必要
と判断【提案の採用】

決定(又は変更)が必要ない
と判断【提案の不採用】
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日頃より、本市のまちづくりにご理解とご協力をいただき、誠にありがとうございます。 

さて、本市では、埼玉県が進める国道２５４号和光富士見バイパス（以下、「バイパス」とい

う。）の整備を契機として、地権者の方や土地の活用を考えている方に向けて、土地利用の課題

や留意点をまとめた「国道２５４号バイパス沿道の土地利用について」（以下、「手引」という。）

の作成を目指しています。 

これまでの間、市では今後のバイパス沿道のまちづくりの方針を検討するとともに、市民アン

ケート調査を実施するなどして手引の原案を取りまとめましたが、今回、地権者等の方々に直接

ご意見をお伺いして、原案を確定版として完成させるため、アンケート調査を実施いたします。 

ご多用中のところ誠に恐縮ですが、本アンケートの趣旨をご理解いただき、回答へのご協力を

いただきますよう、お願い申し上げます。 

なお、アンケートにご回答いただく際に参考となる情報等として、裏面に、「内間木地区の現

況と課題」、「バイパスが開通することによる影響」、「地域の方の思い・ご意見」、「朝霞市が内間

木地区（バイパス沿道）をどのように考えているか」をまとめていますので、ご参照いただけれ

ば幸いです。 

 

令和８年（２０２６年）●月 

朝霞市長 松下 昌代  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国道２５４号バイパス沿道の土地利用に関するアンケート調査 

 

・本アンケートは、バイパス整備用地の両側約●●ｍの土地所有者の方にお送りしています。 

 また、土地や建物を借りて居住・営業されている方のご意見もお伺いするため、現地でポステ

ィングさせていただいております。 

・調査の結果は、本検討の目的以外には使用いたしません。 

・調査結果については、市の広報紙やホームページ等で公表する予定です。 

【本アンケートについて】 

 

・このアンケートは、郵送、ＦＡＸ、メール（回答を記入した紙を 

スキャンして添付）の送付による回答のほか、右の２次元コード 

からの電子回答でもご回答いただけます。 

・回答期限として、令和８年●月●日（●）【必着】でご回答を 

お願いします。 

・お名前やご住所を書いていただく必要はございません。 

・ 

 

【問い合わせ】 

朝霞市 都市建設部 まちづくり推進課（朝霞市役所 ５階 ５１番窓口） 

ＴＥＬ：048-463-1629  ＦＡＸ：048-463-9490 

E-Mail：mati_zukuri@city.asaka.lg.jp 

【ご記入に当たっての注意事項】 

 



◆ アンケートにご回答いただく際に参考となる情報等 ◆ 

 

 

【内間木地区の現況と課題】 

(1) 朝霞市の人口は増加傾向であるが、内間木地域の人口は減少傾向が続いている。 

(2) 内間木地域における令和２年（２０２０年）の人口は、平成７年（１９９５年）の６割弱

となっている。また、地域人口の半数程度を高齢者が占めている。 

(3) 内間木地域の人口の約２倍の人数（約２９００人）が、平日昼間に従業者として働いてい

る。 

(4) 事業所数・従業者数は減少傾向にあり、平成２１年から平成２８年にかけて、事業所数は

約１０％、従業者数は約２０％が減少している。 

(5) 内間木地域は、古くからの農地及び集落地となっており、他の地域と比べて緑の多い田園

風景が広がっている。 

(6) 一方で、工業系施設や倉庫等の土地利用が見られ、既存集落地との調和を図ることが求め

られる。 

(7) 内間木地域は、全域が「市街化調整区域（市街化を抑制すべき区域）」となっていることか

ら、原則として建築行為や開発行為は制限されている。 

※例外として、一定の農林漁業施設や公益上必要な施設、市街化を促進するおそれがないと

認められる施設などは、道路や排水施設の整備、防災上の措置等の良好な宅地水準を確保

することにより、建築行為や開発行為が可能となる。 

 

【バイパスが開通することによる影響（バイパス整備による効果）】 

(1) 周辺道路の混雑が緩和される。 

(2) 災害時に人や物資の輸送路になる。 

(3) 歩行者や自転車が安全に通行できる。 

(4) 沿道開発により地域が活性化する。 

 

【地域の方の思い・ご意見 

（都市計画マスタープランの改訂に当たり実施した「まちづくりサロン」より）】 

(1) 道幅の狭さや歩道の整備不足があり、子供や高齢者の通行の安全性に懸念があるため、子

供から高齢者まで安心して通れる歩道の安全を確保してほしい。 

(2) 内間木地域の魅力的な景観に関心を持ってもらいたいため、環境の整備が必要である。 

(3) 自宅からバス停まで遠いことやバスに人が乗り切れないことがあるため、計画的な対応に

より公共交通の利便性を向上させてほしい。 

(4) 内間木地域以外の人も利用したくなる施設を整備することが賑わいの創出につながるため、

内間木公園を再整備し、バイパス沿道を活用してほしい。 

(5) 「住み続けたい」、「（一度地元を離れたが）戻ってきたくなる」と思うには、冠水・浸水対

策が必要不可欠であるため、冠水・浸水対策をし、住み続けたくなるまち・戻ってきたくな

るまちと思えるようにしてほしい。 

 

【朝霞市が内間木地区（バイパス沿道）をどのように考えているか 

（都市計画マスタープラン（令和８年改訂予定版）より）】 

(1) バイパス沿道の全域を「自然と利便性調和ゾーン」に位置付けている。 

(2) 都市計画等の制度を活用し、「防災・減災」、「農地・自然環境保全」、「地域活性化」との調

和のとれた適切な土地利用を推進する。 

(3) 内間木公園周辺とあずま地区周辺は、「利活用の核となるエリア」に位置付けている。 

(4) 国道２５４号バイパス整備による立地特性を生かした産業（商業・工業を含む）機能を確

保することやリサイクル拠点の検討等、沿道土地利用の促進を図る。 



国道２５４号バイパスの土地利用についてのアンケート  

※１．このアンケートは、ＦＡＸ、メールによる回答もしくはＱＲコードからもご回答いただけます。 

アンケート用紙にて回答いただく場合は、大変恐縮ではありますが朝霞市役所５階まちづくり推進課まで、 

ご提出もしくはご郵送くださいますようお願いします。 

 

※２．本アンケートは無記名形式であり、個人を特定するものではありません。 

統計的に処理した上で、今後の検討資料としてのみ活用させていただきます。 

 

Ｑ１：あなたの土地・建物の大まかな位置について、下記のＡ～Ｅに✅をお願いします。 

（同封の「エリア区分図」を参照してご回答ください。） 

□ Ａ（ バイパス「未」整備区間 ＋ バイパスより東（荒川）側    ） 

□ Ｂ（ バイパス「未」整備区間 ＋ バイパスより西（朝霞市役所）側 ） 

□ Ｃ（ バイパス整備「済」区間 ＋ バイパスより東（荒川）側    ） 

□ Ｄ（ バイパス整備「済」区間 ＋ バイパスより西（朝霞市役所）側 ） 

□ Ｅ（その他ご自由にご記載ください：                ） 

 

Ｑ２：対象となる土地・建物における、あなたのお立場について、下記のＡ～Ｄに✅をお願いします。 

   （複数選択：可） 

□ Ａ 土地所有者  （ご自身で居住、または店舗・事務所として使用中） 

□ Ｂ 土地所有者  （ご自身で物置、または作業場・農地等として使用中） 

□ Ｃ 土地所有者  （現在は更地・空き家または、使用していない） 

□ Ｄ 土地所有者  （他の方に貸している） 

□ Ｅ 借地人・借家人（土地または建物を借りて居住、使用中または営業中） 

  □ Ｆ その他ご自由にご記載ください（          ） 

 

Ｑ３：内間木地域において「将来なってほしいまちのイメージ」として重要だと考えられるものに、 

上位３つまで優先順位をつけ、１～３の数字でご回答ください。 

「その他」がある方は（ ）内に内容および順位もあわせてご記入ください。 

将来なってほしいまちのイメージ 
優先順位 

（数字でご回答ください） 

緑豊かな田園居住地・農業集落  

緑と水辺のある自然豊かな地区 
例：３ 

安全・安心な防災・減災対策がなされた地区 
例：１ 

地域の活力を生み出す産業地  

交通軸を活かした商業・サービスなど、生活利便性が高い地区  

歴史・文化・芸術等の拠点  

スポーツ、レクリエーションの拠点 
例：２ 

その他（                    ）  



 

 

Ｑ４：「国道２５４号バイパス沿道に立地することが望ましい機能」として重要だと考えられるものに、 

上位３つまで優先順位をつけ、１～３の数字でご回答ください。 

「その他」がある方は（ ）内に内容および順位もあわせてご記入ください。 

国道２５４号バイパス沿道に立地することが望ましい機能 
優先順位 

（数字でご回答ください） 

内間木地域の住民・就業者が日常的に利用する日常生活サービス機能 
 

市内の住民が主に利用する商業機能 
 

国道通行車両が主に利用する沿道サービス機能 
 

市外からも人が訪れ地域と交流し賑わいをもたらす交流拠点機能 
 

周辺地域の住民が利用する保健・医療・福祉機能 
 

地域の既存産業の活力向上に資する産業機能 
 

新たに誘致する広域産業拠点機能 
 

その他（                   ） 
 

 

 

Ｑ５：「国道２５４号バイパス沿道の土地利用でどのような配慮が望ましいか」、重要だと考えられるものに、 

上位３つまで優先順位をつけ、１～３の数字でご回答ください。 

「その他」がある方は（ ）内に内容を、またその順位もあわせてご記入ください。 

国道２５４号バイパス沿道の土地利用でどのような配慮が望ましいか 
優先順位 

（数字でご回答ください） 

安全で快適に通行できる歩行空間  

人々が憩い、交流できるにぎわいの空間  

地域防災力の向上  

地域資源の活用  

緑の連続性や周辺の緑の拠点  

共通ルールでデザインされた看板や落ち着いた色彩等により統一された景観  

既存の農地や水辺が連なる緑地環境を保全  

その他（                    ）  

 

 



注：Ｑ６からＱ９については、「国道２５４号バイパス沿道の土地利用について（案）」において整理した、 

沿道全体で実現を目指す目標４点（P.14～P.18参照）についてご回答ください。 

 

 

Ｑ６：国道２５４号バイパス沿道の土地利用をする際に「地域防災力の向上」を目標として、その取組方針 

として掲げる項目の必要度について、該当すると思われる欄にチェック✓をご記入ください。 

 と
て
も
必
要 

あ
る
程
度
は
必
要 

あ
ま
り
必
要
で
は
な
い 

全
く
必
要
で
は
な
い 

建築物の防災性能の向上 
    

雨水の流出抑制 
    

避難スペースの確保、延焼遮断帯の確保 
    

避難路及び緊急車両の通行路の確保 
    

 

 

Ｑ７：国道２５４号バイパス沿道の土地利用をする際に「豊かな自然の保全と創出」を目標として、 

その取組方針として掲げる項目の必要度について、該当すると思われる欄にチェック✓をご記入ください。 

 と
て
も
必
要 

あ
る
程
度
は
必
要 

あ
ま
り
必
要
で
は
な
い 

全
く
必
要
で
は
な
い 

良好な農地、樹林地の保全 

    

緑化の推進・ネットワーク化 

    

 

 

 

 



 

 

Ｑ８：国道２５４号バイパス沿道の土地利用をする際に「市内外から人が訪れる地域拠点の形成」を目標として、

取組方針として掲げる項目の必要度について、該当すると思われる欄にチェック✓をご記入ください。 

 と
て
も
必
要 

あ
る
程
度
は
必
要 

あ
ま
り
必
要
で
は
な
い 

全
く
必
要
で
は
な
い 

にぎわい、交流、地域資源等の機能の配置 

    

地域の生活を支える機能の導入 

    

地域の拠点へのアクセスの向上 

    

地域の拠点にふさわしい景観の形成 

    

 

 

Ｑ９：国道２５４号バイパス沿道の土地利用をする際に「地域活力を育む産業利用の促進」を目標として、 

その取組方針として掲げる項目の必要度について、該当すると思われる欄にチェック✓をご記入ください。 

 と
て
も
必
要 

あ
る
程
度
は
必
要 

あ
ま
り
必
要
で
は
な
い 

全
く
必
要
で
は
な
い 

沿道にふさわしい産業系土地利用の誘導 

    

産業利用地へのアクセスの確保・改善 

    

周辺環境（住宅、農地）への配慮 

    

 

 



 

 

Ｑ１０：「国道２５４号バイパス沿道の土地利用について（案）」は、地権者の皆様のご意見をいただいたうえで、 

「国道２５４号バイパス沿道の土地利用についての手引き」として策定する予定です。この完成した冊子 

について該当するものにチェック✓をご記入ください。 

 

   今後活用する予定     □ 

   今後活用する予定はない  □ 

 

 

Ｑ１１：「国道２５４号バイパス沿道の土地利用について（案）」で、ご意見等ございましたらご記入ください。 

    

                                                 

    

                                                                                               

    

                                                 

    

                                                 

    

                                                 

    

                                                                                               

    

                                                 

   質問は以上です。 

   ご協力ありがとうございました。 



エリア区分図

朝霞調節池

Ｑ１：あなたの土地・建物の大まかな位置について、アンケート用紙のＡ～Ｅに✅をお願いします。

※Eは自由記述欄となります。

-1-

内間木公園
拡張整備予定地
（内間木公園、
旧憩いの湯跡地）

国道254号バイパス（第１期整備区間） 国道254号バイパス（第２期整備区間）

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ
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新 旧 

　令和７年度現在、埼玉県による国道254号バイパスの整備が内間木地域等において進め
られており、令和５年７月29日には第２期整備区間のうち国道463号から県道さいたま東

村山線の約1.4ｋｍが暫定３車線で供用開始されました。国道254号バイパスの整備が進め

られることにより、首都圏及び周辺部からのアクセスが飛躍的に向上し、開発需要の高ま
りが見込まれます。

　一方で、沿道の地域全域が市街化調整区域（市街化を抑制すべき区域）となっており、

古くからの農地及び集落地のほか、北側には、工業系施設や倉庫などの土地利用が見られ

ます。

　また、内間木地域は、川にはさまれた荒川低地で構成されており、水害リスクの高い地

域であるという課題もあります。

　このような背景の中、バイパス整備を契機として、今後の沿道のまちづくりの方針を検
討するとともに、地権者の方や土地の活用を考えている方に向けて土地利用の課題や留意

点をまとめた「国道254号バイパス沿道の土地利用について（案）」を作成いたしました。

　冊子の確定版については、引き続き検討を重ね、令和８年度中の完成を目指して取り組

んでいきます。

はじめに

-1-

事業主体：埼玉県

計画諸元：延長約6.9㎞、４車線、標準幅員36～42ｍ

事業目的：周辺道路の混雑緩和や高速道路へ

　　　　　のアクセス強化、防災機能の向上、
　　　　　地域の活性化　等

整備効果：①周辺道路の混雑緩和

　　　　　②災害時の人や物資の輸送路確保

　　　　　③歩行者や自転車の安全な通行

　　　　　④沿線開発により地域活性化

国道254号バイパスの事業概要

モデル工事（志木市内）   

環境緩衝帯（緑地タイプ）

 

整備イメージ

環境緩衝帯（副道タイプ）

　　　　出典：パンフレット「国道254号和光富士見バイパス（令和2年7月）」、

埼玉県「国道 254 号和光富士見バイパス事業説明会資料」を基に作成

■国道254号バイパス位置図

作成の経緯
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村山線の約1.4ｋｍが暫定３車線で供用開始されました。国道254号バイパスの整備が進め

られることにより、首都圏及び周辺部からのアクセスが飛躍的に向上し、開発需要の高ま
りが見込まれます。

　一方で、沿道の地域全域が市街化調整区域（市街化を抑制すべき区域）となっており、

古くからの農地及び集落地のほか、北側には、工業系施設や倉庫などの土地利用が見られ
ます。

　また、内間木地域は、川にはさまれた荒川低地で構成されており、水害リスクの高い地
域であるという課題もあります。

　このような背景の中、バイパス整備を契機として、今後の沿道のまちづくりの方針を検
討するとともに、地権者の方や土地の活用を考えている方に向けて土地利用の課題や留意
点をまとめた「国道254号バイパス沿道の土地利用について（案）」を作成いたしました。
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計画諸元：延長約6.9㎞、４車線、標準幅員36～42ｍ

事業目的：周辺道路の混雑緩和や高速道路へ

　　　　　のアクセス強化、防災機能の向上、
　　　　　地域の活性化　等

整備効果：①周辺道路の混雑緩和

　　　　　②災害時の人や物資の輸送路確保

　　　　　③歩行者や自転車の安全な通行

　　　　　④沿線開発により地域活性化

国道254号バイパスの事業概要

モデル工事（志木市内）   

環境緩衝帯（緑地タイプ）

 

整備イメージ

環境緩衝帯（副道タイプ）

　　　　出典：パンフレット「国道254号和光富士見バイパス（令和2年7月）」、

埼玉県「国道 254 号和光富士見バイパス事業説明会資料」を基に作成

■国道254号バイパス位置図

作成の経緯

 

 

年度を更新しました。 
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新 旧 

現況と課題

01　地域の現況と課題

• 朝霞市の人口は増加傾向ですが、内間木地域は減少傾

向が続き、令和２（2020）年の人口は平成７（1995）

年の６割弱まで減少しています。また当地域の高齢者

は地域人口の半数程度を占めている状況です。

  （図１）

• 朝霞市の将来人口は、2045年（R.17年）頃まで増加し、

その後停滞・減少傾向になると推計されています。

  （図２）

• 本市の民営事業所の事業所数・従業者数は、

2021年（R.3年）には3,605箇所、44,748

人と増加傾向にあり、内間木地域において

も増加しております。

• 内間木地域の従業者数3,413人は、市全体

の約7.6％を占め、地域常住人口（夜間人

口）約1,400人の倍以上の従業者が平日昼

間に地域で働いています。

① 人口　

② 事業所数・従業者数　
表　地域別民営事業所数・従業者数の推移

（経済センサス　–　基礎調査（平成28年、令和3年）参照）

図１　内間木地域の人口と年齢構成の推移
（出典：国勢調査（H7～R2））

図２　朝霞市の将来人口推計

（出典：国勢調査、社会保障・
人口問題研究所令和５(2023)年推計）
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　内間木地域は本市の北東部に位置し、地域の北東側を荒川が、南西側を新河岸川が流れ、

川に挟まれた荒川低地で構成されています。地域の北側は志木市に、また、荒川をはさん
だ東側はさいたま市と戸田市に接しています。

　その他、以下のとおり、人口や事業所数、従業者数、地形特性などの現況を調査し、
沿道土地利用を図るうえでの課題や留意点を整理しました。

 

現況と課題

01　地区の現況と課題

　国道254号バイパス沿道を含めた一帯について、人口や事業所数、従業者数、地形特
性などの現況を調査し、沿道土地利用を図るうえでの課題や留意点を整理しました。

• 朝霞市の人口は増加傾向ですが、内間木地域（大字上

内間木・大字下内間木）の人口は、停滞・減少傾向に

あります。

• 朝霞市の将来人口は、2045年（R.27年）頃まで増加し、

その後停滞・減少傾向になると推計されています。

• 本市の民営事業所の事業所数・従業者数は、

2016年（H.28年）には3,580箇所、40,923

人と減少傾向にあり、特に内間木地域では

急激な減少となっています。

• 内間木地域の従業者数2,930人は、市全体

の約7.2％を占め、地域常住人口（夜間人

口）約1,500人の倍の従業者が平日昼間に

地域で働いています。

① 人口　

② 事業所数・従業者数　

表　地域別民営事業所数・従業者数の推移
（経済センサス　–　基礎調査（平成21年、平成28年）参照）

図　朝霞市・内間木地域の人口推移
（国勢調査データを基に作成）

図　朝霞市の将来人口推計

（第２期朝霞市まち・ひと・しごと創生総合戦略を基に作成）
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新しい朝霞市都市計画マスタープランと 

整合性を図りました。 

根拠：都市マス p.63 

根拠：都市マス p.11 



国道２５４号バイパス沿道の土地利用について（案）新旧対照表 

3 

 

新 旧 

1. 開発区域周辺に居住している者が利用するための公共公益施設、日常生活

に必要な物品の販売、修理等の店舗等

2. 鉱物資源、観光資源等の有効利用上必要な施設

3. 特別の自然的条件を必要とする施設

4. 農林漁業用施設及び農林水産物の処理等の施設 

5. 特定農山村地域における農林業等活性化施設

6. 中小企業の共同化・集団化のための施設

7. 市街化調整区域内の既存工場の関連施設

8. 危険物（火薬類）の貯蔵又は処理に供する施設

9. 市街化区域において建築し、又は建設することが困難又は不適当な施設 

（休憩所・給油所・火薬類製造所）

10. 地区計画又は集落地区計画の区域内における開発行為

11. 条例で指定した集落区域における開発行為 

12. 市街化を促進するおそれがない等と認められる条例で定める開発行為 

13. 市町村の土地利用計画に適合するものとして市町村長の申出により知事が

指定した区域内における開発行為 

14. 前各号に掲げるもののほか、都道府県知事が開発審査会の議を経て、開発

区域の周辺における市街化を促進するおそれがなく、かつ、市街化区域内

において行うことが困難又は著しく不適当と認める開発行為
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現況と課題

• 朝霞市では、都市計画法に基づき、無秩序な市街化（スプロール化）を防止し、計画的な

市街地を図るため、市内を次の2つの区域に区分しています。

• 内間木地域は古くからの農地及び集落地となっており、他地域に比べみどりの多い田園風

景が広がっています。一方で地域には、工業系施設や倉庫等の土地利用がみられ、既存集

落地との調和を図ることが求められます。

• 当地域は全域が市街化調整区域（市街化を抑制すべき区域）となっていることから、建築

行為や開発行為は原則として認められていません。

• 一定の農林漁業施設や公益上必要な施設、市街化を促進するおそれがないと認められる施

設などは、道路や排水施設の整備、防災上の措置等の良好な宅地水準を確保することによ

り、建築行為や開発行為が可能となります。（都市計画法第34条）

市街化区域

…既に市街地を形成している区域及び市街地として優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域

　（人々の快適な居住を目的に、インフラや住宅地、商業施設を計画的に整備していく。）

市街化調整区域

…市街化を抑制すべき区域

　（農地や緑地の保全が優先され、居住を目的にしない。市街地内への立地がなじまない

　施設など、市街地外ならではの土地利用が許可される。）

③ 土地利用

（参考）都市計画法第34条（立地基準）各号のいずれかに該当するもの

※この他、開発許可を不要とする「農業の用に供する建築物」又は「農業を営む者の居
　住の用に供する建築物」、「周辺地域の土地利用・環境の保全に支障のない公益上必
　要な建築物」（交通施設、社会教育施設、供給処理施設等）や、開発許可を要すが立
　地規制の適用を受けない「第二種特定工作物（ゴルフコース、野球場、庭球場、陸上

　競技場、遊園地、動物園その他の運動・レジャー施設・墓園（全て１ヘクタール以
　上））」も立地可能となっています。

 

1. 開発区域周辺に居住している者が利用するための公共公益施設、日常生活

に必要な物品の販売、修理等の店舗等

2. 鉱物資源、観光資源等の有効利用上必要な施設

3. 特別の自然的条件を必要とする施設

4. 農林漁業用施設及び農林水産物の処理等の施設 

5. 特定農山村地域における農林業等活性化施設

6. 中小企業の共同化・集団化のための施設

7. 市街化調整区域内の既存工場の関連施設

8. 危険物（火薬類）の貯蔵又は処理に供する施設

9. 市街化区域において建築し、又は建設することが困難又は不適当な施設 

（休憩所・給油所・火薬類製造所）

10. 地区計画又は集落地区計画の区域内における開発行為

11. 条例で指定した集落区域における開発行為 

12. 市街化を促進するおそれがない等と認められる条例で定める開発行為 

13. 市町村の土地利用計画に適合するものとして市町村長の申出により知事が

指定した区域内における開発行為 

14. 前各号に掲げるもののほか、都道府県知事が開発審査会の議を経て、開発

区域の周辺における市街化を促進するおそれがなく、かつ、市街化区域内

において行うことが困難又は著しく不適当と認める開発行為

-4-

現況と課題

• 朝霞市では、都市計画法に基づき、無秩序な市街化（スプロール化）を防止し、計画的な

市街地を図るため、市内を次の2つの区域に区分しています。

• 内間木地域は、全域が市街化調整区域（市街化を抑制すべき区域）となっていることから、

建築行為や開発行為は原則として認められていません。

• 一定の農林漁業施設や公益上必要な施設、市街化を促進するおそれがないと認められる施

設などは、道路や排水施設の整備、防災上の措置等の良好な宅地水準を確保することによ

り、建築行為や開発行為が可能となります。（都市計画法第34条）

• 土地利用をみると工業用地としての利用が多く、近年では、自然的土地利用の農地・山林

等が減少しており、都市的土地利用のその他空地（残土・資材置き場）が増加しています。

市街化区域

…既に市街地を形成している区域及び市街地として優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域

　（人々の快適な居住を目的に、インフラや住宅地、商業施設を計画的に整備していく。）

市街化調整区域

…市街化を抑制すべき区域

　（農地や緑地の保全が優先され、居住を目的にしない。市街地内への立地がなじまない

　施設など、市街地外ならではの土地利用が許可される。）

③ 土地利用

（参考）都市計画法第34条（立地基準）各号のいずれかに該当するもの

※この他、開発許可を不要とする「農業の用に供する建築物」又は「農業を営む者の居
　住の用に供する建築物」、「周辺地域の土地利用・環境の保全に支障のない公益上必
　要な建築物」（交通施設、社会教育施設、供給処理施設等）や、開発許可を要すが立
　地規制の適用を受けない「第二種特定工作物（ゴルフコース、野球場、庭球場、陸上

　競技場、遊園地、動物園その他の運動・レジャー施設・墓園（全て１ヘクタール以
　上））」も立地可能となっています。

 

 

新しい朝霞市都市計画マスタープランと 

整合性を図りました。 

根拠：都市マス p.63 



国道２５４号バイパス沿道の土地利用について（案）新旧対照表 

4 

 

新 旧 

03　上位関連計画での位置づけ

　国道254号バイパス沿道の位置づけを把握するため、土地利用に関する次の上位関連

計画を整理しました。

　本冊子は、「朝霞都市計画都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」、「朝霞市都
市計画マスタープラン」、「朝霞市立地適正化計画」等の上位関連計画に定められた土
地利用の方針を補完するものになります。

＜朝霞都市計画都市計画区域の整備、開発及び保全の方針　令和４年度＞

 地域社会の停滞の防止や居住環境等の維持、改善などを図るため、必要に応じて、地区計画制　

度の活用に努める。（p11）

 自然環境の保全を図るとともに、防災の機能、環境負荷低減の機能、景観形成の機能、ふれあ　

い提供の機能を確保する。（p17）

 歩行者や自転車の通行環境を充実するとともに、公共交通機関の利用促進を図り、総合的な交　
通体系を確立する。（p12）

 広域的な交流・連携を強化するため、広域交通ネットワークの構築を図るとともに、これらへ　

のアクセス性を向上させる道路ネットワークの構築を図る。（p12）

＜朝霞市都市計画マスタープラン　改訂作業中（令和７年度予定）＞　

■将来都市構造図と凡例（p22）

 内間木地域は、「自然と共生ゾーン」として、みどりを保全しつつ、既存集落との共生を進め

るゾーンに位置づけられている。
 国道254号バイパス周辺は、「自然と利便性調和ゾーン」として、国道254号バイパスの整備

を契機に、自然環境や住環境と調和したまちづくりを進めるゾーンに位置づけられている。

 国道254号バイパス周辺に位置する、内間木公園および、あずま地区の周辺は「自然と利便性

調和ゾーン」のなかでも、「利活用の核となるエリア」に位置づけられている。

 内間木公園・朝霞調節池周辺・荒川は、「みどりの拠点」として位置づけられている。内間木
公園等の拠点は本市における重要なみどりのストック（資源）であり、その特色を生かし次世

代に継承することとしている。

＜朝霞市立地適正化計画　令和４年度＞

 バイパス整備と併せて地域の活性化に資する沿道土地利用の促進を図る必要があるため、国道　

254号バイパス沿道を都市機能補完ゾーンとして設定。（p48、p52）

【国道254号バイパス沿道ゾーンでの取組の方向性】

  国道254号バイパスの整備に合わせた沿道土地利用の促進を図る。（p52）
  都市計画等の制度を活用し、防災・減災、農地・自然環境保全、地域活性化との調和のとれ

た適切な土地利用を推進。（p52）

  貴重な公有財産である旧憩いの湯跡地について、民間活力も活用し隣接する内間木公園と一

体とした公園として整備することで、市の魅力や地域活性化、地域防災力の向上を図る
（p52）
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現況と課題

  

03　上位関連計画での位置づけ

　国道254号バイパス沿道の位置づけを把握するため、土地利用に関する次の上位関連

計画を整理しました。

　本冊子は、「朝霞都市計画都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」、「朝霞市都

市計画マスタープラン」、「朝霞市立地適正化計画」等の上位関連計画に定められた土
地利用の方針を補完するものになります。

＜朝霞都市計画都市計画区域の整備、開発及び保全の方針　令和４年度＞

 地域社会の停滞の防止や居住環境等の維持、改善などを図るため、必要に応じて、地区計画制　

度の活用に努める。（p11）

 自然環境の保全を図るとともに、防災の機能、環境負荷低減の機能、景観形成の機能、ふれあ　

い提供の機能を確保する。（p17）

 歩行者や自転車の通行環境を充実するとともに、公共交通機関の利用促進を図り、総合的な交　
通体系を確立する。（p12）

 広域的な交流・連携を強化するため、広域交通ネットワークの構築を図るとともに、これらへ　

のアクセス性を向上させる道路ネットワークの構築を図る。（p12）

＜朝霞市都市計画マスタープラン　平成30年度一部修正＞　

　※改訂作業中（令和5年度～令和７年度予定）

 隣接する既存集落地などの周辺環境への配慮や環境悪化の防止に努め、調和のとれた土地利用

の誘導を図る。(産業関連施設系)　(p60)

 自然環境に配慮し調和を図りながら、地域の活性化に資する施設の立地を行うことができるよ
うに、地区計画制度などを活用した規制・誘導を行う。（p61）

 周辺の自然と調和のとれたまちづくりゾーンとして地域の活性化に資する土地利用を検討する。

（p100）

 国道254号バイパス一部供用開始後、交通量が増加したため、周辺道路の安全性を確保する。

（p100）
 地域に残存する緑として、既存の公園、農地、朝霞調節池周辺などについても位置づけ、まち

づくりへの一層の活用を検討する。（p100）

＜朝霞市立地適正化計画　令和４年度＞

 バイパス整備と併せて地域の活性化に資する沿道土地利用の促進を図る必要があるため、国道　

254号バイパス沿道を都市機能補完ゾーンとして設定。（p48、p52）

【国道254号バイパス沿道ゾーンでの取組の方向性】

  国道254号バイパスの整備に合わせた沿道土地利用の促進を図る。（p52）
  都市計画等の制度を活用し、防災・減災、農地・自然環境保全、地域活性化との調和のとれ

た適切な土地利用を推進。（p52）

  貴重な公有財産である旧憩いの湯跡地について、民間活力も活用し隣接する内間木公園と一
体とした公園として整備することで、市の魅力や地域活性化、地域防災力の向上を図る

（p52）
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現況と課題

 

 

新しい朝霞市都市計画マスタープランと 

整合性を図りました。 

根拠：都市マス p.22 



国道２５４号バイパス沿道の土地利用について（案）新旧対照表 

5 

 

新 旧 

図　将来都市計画図
（朝霞市都市計画マスタープラン　（案）令和７年度策定） 
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現況と課題

                                       
国道254号

バイパス

　で囲われた凡例の
解説は、次のページを

ご覧ください。

 

図　将来都市計画図
（朝霞市都市計画マスタープラン　平成30年度一部修正） 
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現況と課題

国道254号
バイパス

 

 

図面と凡例を更新しました。 

根拠：都市マス p.22 



国道２５４号バイパス沿道の土地利用について（案）新旧対照表 

6 

 

新 旧 

現況と課題

-12 -  

旧ページ無し 

 

国道２５４号周辺に関連する凡例について

解説するため、新規ページを作成しました。 

根拠：都市マス p.23～24 



国道２５４号バイパス沿道の土地利用について（案）新旧対照表 

7 

 

新 旧 

コラム

朝霞市都市計画マスタープランの改訂時に頂いたご意見

　　　令和７年度に、朝霞市都市計画マスタープランの改訂に合わせて、市民の皆様の思いを
把握するため、市民アンケートとまちづくりサロン（地域版）実施しました。

　その際頂いたご意見やワークショップの結果は以下のとおりです。
　

-15 -

（朝霞市都市計画マスタープランより抜粋）

 

旧ページ無し 

 

まちづくりサロン（地域別）等で意見交換した 

市民の思いを掲載するため、新規ページを作成

しました。 

根拠：都市マス p.65 



国道２５４号バイパス沿道の土地利用について（案）新旧対照表 

8 

 

新 旧 

沿道のまちづくりの方向性

01　沿道のまちづくりの目標　　　　　

　地区の現況と課題、上位関連計画での位置づけ、アンケート調査結果等を踏まえた結
果、内間木地域全体の防災・減災・緑の保全と、国道254号バイパス沿道の土地活用に

よる利便性向上・地域活性化の両立を図るには、都市計画によるルールづくりが必要と
考えられます。

　都市計画のルールを考えるにあたり、まちづくりの目標を以下のように整理しました。

 　なお、目標①、②については沿道全体で実現を目指す目標、目標③、④については

拠点となる地区を設定し実現を目指す目標とします。拠点地区の設定については、今後

地域との意見交換、都市計画マスタープラン等の検討を踏まえて設定していきます。

 　

-16 -

目標①　地域防災力の向上

バイパス沿道で浸水対策をはじめ、内間木公園の防災拠点化の検討や、広域
的な緊急輸送道路のネットワークの確保といった防災・減災対策に取り組み、

地域防災力の向上を目指します。

目標②　豊かな自然の保全と創出

現在の豊かな自然環境を保全するとともに、緑化を推進し、周辺環境や景観
に配慮した土地利用の誘導に取り組み、みどりのネットワークの形成を目指

します。

目標③　市内外から人が訪れる地域拠点の形成

バイパス沿道に存在する公有地や市街化区域に隣接する区域を中心に、市内
外から人が訪れる、目的地となるような地域拠点の創出を目指します。

目標④　地域活力を育む産業利用の促進

周辺環境に配慮しながら、多様な産業の受け皿となる産業用地を確保し、地
域の活力を生み出す産業利用の促進を目指します。

沿
道
全
体
で
実
現
を
目
指
す

拠
点
と
な
る
地
区
を
設
定
し
て
実
現
を
目
指
す

 

沿道のまちづくりの方向性

01　沿道のまちづくりの目標　　　　　

　地区の現況と課題、上位関連計画での位置づけ、アンケート調査結果を踏まえた結果、
内間木地域全体の防災・減災・緑の保全と、国道254号バイパス沿道の土地活用による
利便性向上・地域活性化の両立を図るには、都市計画によるルールづくりが必要と考え
られます。

　都市計画のルールを考えるにあたり、まちづくりの目標を以下のように整理しました。

 　なお、目標①、②については沿道全体で実現を目指す目標、目標③、④については
拠点となる地区を設定し実現を目指す目標とします。拠点地区の設定については、今後

地域との意見交換、都市計画マスタープラン等の検討を踏まえて設定していきます。

 　

-14 -

目標①　地域防災力の向上

バイパス沿道で浸水対策をはじめとした防災・減災対策に取り組み、地域防
災力の向上を目指します。

目標②　豊かな自然の保全と創出

現在の豊かな自然環境を保全するとともに、緑化を推進し、みどりのネット
ワークの形成を目指します。

目標③　市内外から人が訪れる地域拠点の形成

バイパス沿道に存在する公有地や市街化区域に隣接する区域を中心に、市内
外から人が訪れる、目的地となるような地域拠点の創出を目指します。

目標④　地域活力を育む産業利用の促進

周辺環境に配慮しながら、多様な産業の受け皿となる産業用地を確保し、地
域の活力を生み出す産業利用の促進を目指します。

沿
道
全
体
で
実
現
を
目
指
す

拠
点
と
な
る
地
区
を
設
定
し
て
実
現
を
目
指
す

 

 

新しい朝霞市都市計画マスタープランと 

整合性を図りました。 

根拠：都市マス p.67 

根拠：都市マス p.68 



国道２５４号バイパス沿道の土地利用について（案）新旧対照表 

9 

 

新 旧 

目標①　地域防災力の向上

　本地域は、朝霞市水害ハザードマップにおいて、地域全域が3.0～10.0ｍの浸水想定

区域に指定されており、河川氾濫や内水被害により浸水する危険性の高い地域となっ

ています。

　アンケート結果をみても、将来なってほしいまちのイメージでは「安全・安心な防

災・減災対策がなされた地区」が最も多く、沿道の土地利用で望まれる配慮事項にお
いても「地域防災力の向上」が求められていると考えられます。　　　

　また、朝霞市都市計画マスタープランでは、バイパスの整備により広域的な緊急輸

送道路のネットワークを確保するとともに、沿道に位置する内間木公園の防災拠点化
を検討することとしているほか、浸水想定区域内での開発と合わせた水害対策の指導

（雨水流出抑制施設の整備や垂直避難ができるようにすること、避難行動計画を策定
し訓練を定期的に行うこと等）を行うこととしています。

　上記を踏まえ、バイパス沿道で浸水対策をはじめとした防災・減災対策に取り組み、
地域防災力の向上を目指します。

　

雨水貯留施設の設置
内間木公園拡張整備に

伴う防災機能の拡充浸水対応型の建物

　イメージ

-17 -

沿道のまちづくりの方向性

 建築物の防災性能の向上

 雨水の流出抑制

 避難スペースの確保、延焼遮断帯の確保

 避難路及び緊急車両の通行路の確保

　取組方針

沿道全体

出典：写真データ©2023Googleストリートビュー

 

目標①　地域防災力の向上

　本地域は、朝霞市水害ハザードマップにおいて、地域全域が3.0～10.0ｍの浸水想定

区域に指定されており、河川氾濫や内水被害により浸水する危険性の高い地域となって

います。

　アンケート結果をみても、将来なってほしいまちのイメージでは「安全・安心な防

災・減災対策がなされた地区」が最も多く、沿道の土地利用で望まれる配慮事項におい
ても「地域防災力の向上」が求められていると考えられます。　　　

　上記を踏まえ、バイパス沿道で浸水対策をはじめとした防災・減災対策に取り組み、

地域防災力の向上を目指します。

　

雨水貯留施設の設置
内間木公園拡張整備に

伴う防災機能の拡充浸水対応型の建物

　イメージ

-15 -

沿道のまちづくりの方向性

 建築物の防災性能の向上

 雨水の流出抑制

 避難スペースの確保、延焼遮断帯の確保

 避難路及び緊急車両の通行路の確保

　取組方針

沿道全体

出典：写真データ©2023Googleストリートビュー

 

 

新しい朝霞市都市計画マスタープランと 

整合性を図りました。 

根拠：都市マス p.67 



国道２５４号バイパス沿道の土地利用について（案）新旧対照表 

10 

 

新 旧 

みどり豊かな沿道 環境配慮型の建物良好な水辺空間

　イメージ

　本地域は、新河岸川沿いの水辺や良好な農地等、豊かな自然が残されていますが、

近年では農地転用等も見られ、無秩序な土地・建物利用が進行しています。

　アンケート結果をみても、将来なってほしいまちのイメージとして「緑豊かな田園

居住地・農業集落」「緑と水辺のある自然豊かな地区」が強い傾向にあり、沿道の土
地利用で望まれる配慮事項においても「既存の農地や水辺が連なる緑地環境の保全」

が求められていると考えられます。　　

　また、朝霞市都市計画マスタープランでは、内間木公園の拡張整備やバイパス沿道
における緑化等を検討するとともに、景観に配慮した土地利用を誘導することとして

います。

　

　上記を踏まえ、現在の豊かな自然環境を保全するとともに、緑化を推進し、みどり

のネットワークの形成を目指します。

　

-18 -

沿道のまちづくりの方向性

目標②　豊かな自然の保全と創出

 良好な農地、樹林地の保全

 緑化の推進・ネットワーク化

　取組方針

沿道全体

出典：写真データ©2023GoogleEar th

 

みどり豊かな沿道 環境配慮型の建物良好な水辺空間

　イメージ

　本地域は、新河岸川沿いの水辺や良好な農地等、豊かな自然が残されていますが、

近年では農地転用等も見られ、無秩序な土地・建物利用が進行しています。

　アンケート結果をみても、将来なってほしいまちのイメージとして「緑豊かな田園
居住地・農業集落」「緑と水辺のある自然豊かな地区」が強い傾向にあり、沿道の土
地利用で望まれる配慮事項においても「既存の農地や水辺が連なる緑地環境の保全」
が求められていると考えられます。　　

　また、朝霞市都市計画マスタープランでは、「自然空間保全ゾーン（水辺や緑の保
全など）」に位置付けられています。

　上記を踏まえ、現在の豊かな自然環境を保全するとともに、緑化を推進し、みどり

のネットワークの形成を目指します。

　

-16 -

沿道のまちづくりの方向性

目標②　豊かな自然の保全と創出

 良好な農地、樹林地の保全

 緑化の推進・ネットワーク化

　取組方針

沿道全体

出典：写真データ©2023GoogleEar th

 

 

新しい朝霞市都市計画マスタープランと 

整合性を図りました。 

根拠：都市マス p.68 



国道２５４号バイパス沿道の土地利用について（案）新旧対照表 

11 

 

新 旧 

　本地域は、市街化調整区域であることから、原則開発を抑制する区域となっており、

建築できる用途が非常に限定されている状況です。市街地から離れていることや来訪目
的となる施設が少ないことなどから、通過交通が多くなっています。

　アンケート結果をみると、バイパス沿道に求める導入機能として「地域の活性化や生
活利便性の向上につながる機能」の需要が多くなっています。　　　

　また、朝霞市都市計画マスタープランでは、バイパス沿道の活性化に向けた検討（商

業施設や芸術・文化、スポーツ等を主体とした観光・レクリエーション施設等の設置を
目指した地区計画の設定等）するとともに、内間木公園等を憩いと交流を生む空間とし

ての整備・利活用をはかることとしています。

　朝霞市立地適正化計画においても、地域の活性化に資する沿道土地利用として、国道

254号バイパス沿道を「都市機能補完ゾーン」として位置付け、内間木公園を拡張整備

することで、市の魅力や地域活性化、地域防災力の向上を図ることとしています。

　上記を踏まえ、バイパス沿道に存在する公有地や市街化区域に隣接する区域を中心に、
市内外から人が訪れる、目的地となるような地域拠点の創出を目指します。

生活利便施設の立地賑わい、交流の場の創出 安全な歩行空間

　取組方針

-19 -

沿道のまちづくりの方向性

目標③　市内外から人が訪れる地域拠点の形成

 にぎわい、交流、地域資源等の機能の配置

 地域の生活を支える機能の導入

 地域の拠点へのアクセスの向上

 地域の拠点にふさわしい景観の形成

　イメージ

拠点地区

出典：写真データ©2023Googleストリートビュー

 

　本地域は、市街化調整区域であることから、原則開発を抑制する区域となっており、

建築できる用途が非常に限定されている状況です。市街地から離れていることや来訪目
的となる施設が少ないことなどから、通過交通が多くなっています。

　アンケート結果をみると、バイパス沿道に求める導入機能として「地域の活性化や生
活利便性の向上につながる機能」の需要が多くなっています。　　　

　また、朝霞市立地適正化計画では、地域の活性化に資する沿道土地利用として、国道

254号バイパス沿道を「都市機能補完ゾーン」として位置付けています。

　上記を踏まえ、バイパス沿道に存在する公有地や市街化区域に隣接する区域を中心に、

市内外から人が訪れる、目的地となるような地域拠点の創出を目指します。

生活利便施設の立地賑わい、交流の場の創出 安全な歩行空間

　取組方針

-17 -

沿道のまちづくりの方向性

目標③　市内外から人が訪れる地域拠点の形成

 にぎわい、交流、地域資源等の機能の配置

 地域の生活を支える機能の導入

 地域の拠点へのアクセスの向上

 地域の拠点にふさわしい景観の形成

　イメージ

拠点地区

出典：写真データ©2023Googleストリートビュー

 

 

新しい朝霞市都市計画マスタープランと 

整合性を図りました。 

根拠：都市マス p.70～71 

根拠：立適 p.52 



国道２５４号バイパス沿道の土地利用について（案）新旧対照表 

12 

 

新 旧 

  本地域は、国道254号バイパスの整備により広域交通の利便性が向上し、開発需要も

見込まれるものの、アクセス道路がないなど、産業利用に適した用地が不足していま
す。また、市街化調整区域であることから、原則開発を抑制する区域となっており、

建築できる用途が非常に限定されている状況です。

　常住人口（夜間人口）の倍の従業者が本地域で働いていますが、近年、民営事業所
数・従業員数ともに急激に減少しています。就業を支える場の環境整備など、就業人

口を増加させることが地域の維持、活性化のためには必要と考えられます。　

　また、朝霞市都市計画マスタープランでは、バイパス整備と併せた地域の活性化に
資する産業機能を確保する等、沿道土地利用を促進するとともに、内間木公園・ク
リーンセンター周辺における、広域幹線道路の特性を生かした産業用地創出に向けた
土地利用の誘導することとしています。

　上記を踏まえ、周辺環境に配慮しながら、多様な産業の受け皿となる産業用地を確
保し、地域の活力を生み出す産業利用の促進を目指します。

産業用地の創出 緩衝緑地の設置基盤整備された産業地

イメージ

-20 -

沿道のまちづくりの方向性

目標④　地域活力を育む産業利用の促進

 沿道にふさわしい産業系土地利用の誘導

 産業利用地へのアクセスの確保・改善

 周辺環境（住宅、農地）への配慮

取組方針

拠点地区

出典：写真データ©2023GoogleEar th

 

  本地域は、国道254号バイパスの整備により広域交通の利便性が向上し、開発需要も

見込まれるものの、アクセス道路がないなど、産業利用に適した用地が不足していま
す。また、市街化調整区域であることから、原則開発を抑制する区域となっており、

建築できる用途が非常に限定されている状況です。

　常住人口（夜間人口）の倍の従業者が本地域で働いていますが、近年、民営事業所
数・従業員数ともに急激に減少しています。就業を支える場の環境整備など、就業人

口を増加させることが地域の維持、活性化のためには必要と考えられます。　

　上記を踏まえ、周辺環境に配慮しながら、多様な産業の受け皿となる産業用地を確
保し、地域の活力を生み出す産業利用の促進を目指します。

産業用地の創出 緩衝緑地の設置基盤整備された産業地

イメージ

-18 -

沿道のまちづくりの方向性

目標④　地域活力を育む産業利用の促進

 沿道にふさわしい産業系土地利用の誘導

 産業利用地へのアクセスの確保・改善

 周辺環境（住宅、農地）への配慮

取組方針

拠点地区

出典：写真データ©2023GoogleEar th

 

 

新しい朝霞市都市計画マスタープランと 

整合性を図りました。 

根拠：都市マス p.70～71 



1 

■内間木公園拡張整備等検討委員会 前回の会議の振り返りと対応 

 

前回の会議：令和７年度第１回朝霞市内間木公園拡張整備等検討委員会 

日時：令和７年１２月２２日（月）午前１０時３０分 

場所：朝霞市役所 ５階 大会議室（手前） 

 

番号 
ご意見・ご質問等 

（要約） 
対応方針・回答等 対応箇所等 

◆委員会の全般的事項について 

１ 

【大貫委員】 

今回の委員会の位置付けは、

「より詳細な沿道の活性化に向

けた内容を討議する」という意味

合いで良いのか。 

また、この委員会で目指すゴー

ルを確認したい。 

令和６年３月に作成した「国道

２５４号バイパス沿道の土地利

用について（案）」の完成版を作成

するのが目標である。 

この（案）について、抜本的な

内容の見直しというのは考えて

いないが、委員からのご意見や現

在策定中の都市計画マスタープ

ランの内容を反映させることは

必要かと考えている。 

全体的なところの修正や見直

しを確認していただく、という位

置付けである。 

国道２５４号バイパス沿道の土

地利用について（案） 

P.1、P.3、P.4、P10～P.12、 

P.15～P.20 

２ 

【松村委員】 

今後の検討の位置付けを教え

てほしい。 

（案）は、無作為抽出した市民

3,000 人を対象としたアンケート

を実施して作成した。 

しかしながら、これまで沿道の

地権者にご意見を伺った経緯が

ないので、沿道の地権者等の方々

にとって、役立つものになってい

るのかを確認していきたい。 

 

― 

◆内間木公園、２５４バイパス及び沿道の整備について 

３ 

【松村委員】 

内間木公園は、県有地なのか私

有地なのか。 

内間木公園は、私有地である。 ― 

４ 

【蕪木委員】 

まだ買収できていないエリア

は、どのように進めていくのか。 

また、ＪＲ武蔵野線との交差や

現在のクリーンセンターのエリ

アはどのような計画があるのか。 

土地収用法に基づいた収用手

続など、ステップアップを少しず

つ進めている。 

ＪＲ武蔵野線との交差は、バイ

パスが下を通る計画に変更され

ており、現在のクリーンセンター

のエリアは、リサイクル品をもっ

と活発にするような場所になら

ないかと検討している。 

― 
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５ 

【大貫委員】 

あずま南地区で施行している

ような大規模な開発について、そ

こへの誘導であったり介入とい

ったようなかたちで市が道筋を

立てる、というようなことはない

のか。 

市としては、こういった手引を

お示しして、様々な都市計画の手

法を進めていく上での窓口にな

るところだと考えており、ご相談

を受け付けながら一緒に考えて

いく手引にしたいと考えている。 

― 

◆地権者等に対するアンケートについて 

６ 

【大貫委員】 

地権者等がアンケートに回答

するに当たっては、内間木地区の

置かれている課題や２５４バイ

パスが開通することによる影響、

また、市として内間木地区をどの

ように考えているのか、といった

記述があってのアンケートが良

いと考えるが、いかがか。 

現状の（案）にもところどころ

に記載しているが、都市計画マス

タープランを策定する際に実施

した「まちづくりサロン」の内容

がより良いので、次回はこの（案）

の中に落とし込んで見直しを図

ったものをお示しする。 

国道２５４号バイパス沿道の土

地利用について（案） 

P.10、P.11 

 

アンケートかがみ文書の裏面 

「アンケートにご回答いただく

際に参考となる情報等」 

７ 

【須﨑委員】 

住んでいる人間じゃないと分

からないことがたくさんあるの

で、そういう点を、もっと地域住

民の意見を細かく聞いていった

方がいいと思う。 

沿道の地権者の方に伝わるよ

うなアンケートの前段の書きぶ

りにする。 

アンケートのかがみ文書 

８ 

【大貫委員】 

アンケートの対象者は、居住し

ているかしていないかに関わら

ず、土地を所有している方なの

か。 

また、住んでいる方と居住地と

してではなく土地を所有してい

る方というのは、意向の出方が違

うと思うので、後で分析できるよ

うに属性に関する質問項目を加

えたらどうか。 

属性については考えていなか

ったので、工夫して属性の回答を

得るようにする。 

国道のバイパスが、自分の所有

している土地のすぐ横を通れば、

この土地をどうしたらよかろう

かと考える機会があると思うの

で、居住者にこだわらず地権者に

対するアンケート調査としたい。 

アンケートＱ１・Ｑ２ 

９ 

【久保田委員長】 

土地利用と環境施設帯の作り

方というのはリンクしてくると

思うが、県とはどのように相談し

ているのか。 

環境施設帯、副道の有無を示し

た上でアンケートに回答してい

ただけるよう、県と調整して、２

５４バイパスに接する土地が分

かるような図面を同封するよう

にしたい。 

― 

10 

【久保田委員長】 

そのアンケートに回答した方

がどこの地権者等なのか分かっ

たほうが良いと思う。 

自分の所有する土地がどこな

のか図面上で分かるようにする。 

アンケートＱ１に関するエリア

区分図 
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11 

【松村委員】 

借地というか住んでいる人（賃

貸人）はアンケート送付の対象に

ならないのか。 

一義的には土地の所有者に送

付する。 

属性の回答を得るようにする

のであれば、属性を分けて回答を

整理できるので、土地を借りて工

場等を営業している方にも送付

することを考える。 

― 

 

 


